
 

 

南あわじ市の持続可能なまちづくりに関する連携協定の締結について 

 
２ ０ ２ １ 年 ７ 月 １ ４ 日 
関西電力株式会社 

 
当社は、本日、南あわじ市とエネルギー利活用を通じた持続可能なまち

づくりに関する連携協定を締結いたしました。 
 

当社は本年３月に「関西電力グループ中期経営計画」を策定し、新たな

ライフスタイルやゼロカーボン化、レジリエンス向上等の、多様化するお

客さまニーズに寄り添い新たな価値を提供する「サービス・プロバイダー

への転換」を目指しています。 
 

今般、当社は同市と協議を進める中で、同市が抱える「脱炭素化推進」

や「防災力向上」等の地域課題に対し、エネルギー利活用を通じた解決を

図るために、本協定の締結に至りました。 
 具体的には、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、公共交通や

公用車の電化に向けた取組みの検討や、災害時の停電への備えとして、避難拠

点での電気自動車の活用に向けた検討等に協力してまいります。 
 

当社は、将来的にはより多くの自治体での持続可能なまちづくりの実現

に協力・貢献を重ね、地域に根ざした「サービス・プロバイダー」を目指

してまいります。 
 

以 上 
 

別添：エネルギー利活用を通じた南あわじ市の持続可能なまちづくりに 

関する連携協定書 



エネルギー利活用を通じた 

南あわじ市の持続可能なまちづくりに関する連携協定書 

 

南あわじ市（以下「甲」という。）と関西電力株式会社（以下「乙」という。）

は、エネルギー利活用を通じた南あわじ市の持続可能なまちづくりに関して、

次のとおり連携協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（連携事項） 

第１条 甲および乙は、エネルギー利活用を通じた南あわじ市の持続可能なまち

づくりを推進し、地域課題を解決するため、次に掲げる事項について連

携し、協力するものとする。 

(1) 脱炭素化推進に関すること 

(2) 地域の防災力向上に関すること 

(3) 環境意識の啓発に関すること 

(4) 経済活性化に関すること 

(5) 住民の利便性向上に関すること 

(6) 地域の“安心・安全”の向上に関すること 

２ 前項に定める連携事項を効果的に推進するため、甲および乙は定期的に

協議を行うものとする。 

（連携実施） 

第２条 甲および乙は、第１条に定める連携事項を実施するに当っては、個別事

案毎に具体的な実施内容を協議および合意のうえ進めることとする。 

なお、個別事案の実施および進捗の状況に応じ必要の都度、秘密保持契

約書その他必要な契約を締結するものとする。 

（期間） 

第３条 本協定の有効期間は、協定締結の日から 2023 年 3 月 31 日までとする。 

但し、有効期間が満了する日の１ヵ月前までに甲乙いずれかから書面に

よる延長の申し出があれば、同じ条件で１年間更新するものとし、以降

も同様に取り扱う。 

（守秘義務） 

第４条 甲および乙は、本協定に基づく第１条に定める連携事項の検討または実

施により知り得た相手方の秘密情報（秘密情報である旨が明示された情



報に限る。）を相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示または提

供等してはならない。 

２ 甲および乙は、前条に定める有効期間の満了等により本協定が効力を失

った後も前項の秘密保持の義務を負う。 

 （反社会的勢力の排除） 

第５条 甲および乙は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律」にいう暴力団およびその関係団体等（以下「反社会的勢力」という。）

でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しない

こと、反社会的勢力を名乗る等して他の当事者の名誉、信用を毀損し、

もしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、およ

び自己の主要な出資者または従業員等が反社会的勢力の構成員でない

ことを確約する。 

 （疑義の解決） 

第６条 本協定に定めのない事項または疑義等が生じた場合は、その解決につい

て都度協議のうえ決定する。また、甲および乙のいずれかが協定内容の

変更を申し出たときは、その都度協議のうえ変更を行う。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙各自１通を保有する。 

 

  年  月  日 

 

    甲 南あわじ市市善光寺 22 番地１ 

南あわじ市長         

 

乙 大阪市北区中之島 3 丁目 6 番 16 号 

関西電力株式会社 

ソリューション本部長  
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南あわじ市と関西電力が描く「エネルギー利活用を通じた持続可能なまちづくり」のイメージ

南あわじ市および関西電力は「エネルギー利活用を通じた南あわじ市の持続可能なまちづくりに関する連携協定書」
に基づき、地域課題をエネルギーを通じて解決することで、主に脱炭素化推進・防災力向上を図るとともに、環境意
識の啓発・経済活性化・生活の利便性および“安心・安全”の向上について検討・推進してまいります。

防災力向上脱炭素化推進

災害拠点へのEV活用

マイクログリッドの推進

持続可能なまちづくり

見守りサービスの導入

エネルギーマネジメント
システムの導入

バイオマス発電等
地産地消電源の利活用

自家発電・
自家消費の推進

次世代層への
環境教育の推進 地域交通網の維持拡充

災害用燃料運搬体制の
構築

災害用発電機の導入

リノベーションの推進

市関連施設への
太陽光発電・蓄電池の導入公共交通・公用車への

EV利用

地域×エネルギー

上記の取組みにより、
SDGsの達成に貢献します。

ご参考


